
昭和⼆⼗⼀年勅令第三百九⼗⼀号
会社経理応急措置法施⾏令

第⼀条 会社経理応急措置法（以下単に法といふ。）第⼀条第⼀項第⼀号但書の規
定による積⽴⾦の額は、左の各号に掲げる⾦額の合計額から、繰越⽋損⾦額並び
に会社経理特別措置令第⼆条第三号、企業整備資⾦措置法施⾏令第六条第三号、
商法第⼆百⼋⼗六条、第⼆百⼋⼗七条及び第⼆百九⼗⼀条第四項の規定により貸
借対照表の資産の部に計上した⾦額の合計額を控除して得た⾦額とする。
⼀ 積⽴⾦その他名称の如何を問はず特別経理会社が、各事業年度の利益⾦額の
うちで利益⾦処分により留保した⾦額。但し、退職積⽴⾦及退職⼿当法により
積み⽴てた退職⼿当積⽴⾦及び準備積⽴⾦納税施設法によつて積み⽴てた納税
積⽴⾦を除く。
⼆ 前号に該当するものを除くの外、額⾯以上の価額を以て、株式を発⾏した場
合において、その額⾯を超える⾦額のうちで積み⽴てた⾦額
三 第⼀号に該当するものを除くの外、合併⼜は資本減少によつて⽣じた差益⾦
のうちで積み⽴てた⾦額
四 第⼀号に該当するものを除くの外、政府の命令により積み⽴てた⾦額
五 保険事故の発⽣のときの財産⽬録に記載した当該保険契約の⽬的の価額を超
えて保険⾦額の交付を受けた場合において、その超過額の全部⼜は⼀部を仮勘
定として負債の部に計上したときには、その計上した⾦額

第⼀条の⼆ 法第⼀条第⼀項第⼀号但書の貸借対照表に記載した指定時を以て終了
する事業年度の利益⾦額のうち左に掲げる額は、同号但書の計算上これを控除し
なければならない。
⼀ 会社財産の評価換によつて⽣じた益⾦
⼆ 額⾯以上の価格を以て株式を発⾏した場合における差益⾦
三 合併⼜は資本減少によつて⽣じた差益⾦
四 指定時を以て終了する事業年度分の法⼈税に相当する⾦額

第⼆条 法第七条第⼆項に規定する会社財産のうち、左に掲げるものは、これを旧
勘定に所属せしめる。
⼀ 戦時補償⾦等の請求権及び在外資産
⼆ ⾦融機関経理応急措置法第⼆条の規定によつて⾦融機関の新勘定に属せしめ
られたものを除くの外、⾦融機関に対する預⾦その他の債権
三 国債及び地⽅債を除くの外、⼿形、⼩切⼿、株券、出資証券、債券及び社債
券
四 法第⼀条第⼀項に規定する特別経理会社及び昭和⼆⼗年⼤蔵・外務・内務・
司法省令第⼀号第⼀条に規定する指定機関に対する債権。但し、特別経理会社
に対する法第⼗四条第⼀項但書に規定するものを除く。
五 未払込株⾦（未だ弁済期の⾄らない財産を⽬的とする出資を含む。）の請求
権
六 昭和⼆⼗⼀年商⼯・⽂部省令第⼀号第⼀条及び昭和⼆⼗⼀年運輸省令第三⼗
⼆号第⼀条に規定する指定施設



七 戦時補償特別措置法第四⼗⼀条第⼀項乃⾄第三項（同法第四⼗⼆条において
準⽤する場合を含む。）⼜は第五⼗三条の規定により、代位納付義務者、政府
特殊借⼊⾦の債権若しくは特殊預⾦等を譲り受けた者⼜は納税義務者である特
別経理会社が、納税義務者、政府特殊借⼊⾦の債権若しくは特殊預⾦等を譲渡
した者⼜は戦時補償請求権の譲渡⼈に求償する権利

② 証券取引所の取引員、有価証券引受業法第⼀条に規定する有価証券引受業者及
び有価証券業取締法第⼀条に規定する有価証券業者については、前項第三号に掲
げる債権について同項の規定は、これを適⽤しない。

第三条 特別管理⼈は、法第七条第三項の規定によつて、新勘定に所属せしめる会
社財産の範囲を決定したときには、決定の内容を⽰すべき⽂書を作成し、これを
会社に交付しなければならない。

第四条 法第七条第六項の規定によつて特別経理会社が新勘定を設けた場合には、
新勘定に所属せしめられる会社財産は、新勘定を設けた⽇において、新勘定に所
属せしめられたものとする。

第五条 特別経理会社は、特別管理⼈から第三条に規定する⽂書の交付を受けた⽇
から三週間以内に、法第⼋条第⼀項の明細書を作成し、特別管理⼈の承認を受け
なければならない。
② 特別の事由があるときには、主務⼤⾂は、特別経理会社の申請により、前項の
期間を延⻑することができる。
③ 在外資産については、旧勘定の会社財産の明細書中に、在外資産としてその⾦
額を⼀括掲記することができる。
④ 特別経理会社は、法第⼋条第⼆項の規定によつて公証⼈の認証を受けた旧勘定
に所属する会社財産の明細書の正本を本店に、その謄本を⽀店に、備へ置き営業
時間内は何時にても利害関係⼈の閲覧に供さなければならない。

第六条 公証⼈法中商法第百六⼗七条の規定による定款の認証に関する規定（公証
⼈法第六⼗⼆条ノ⼆を除く。）は、法第⼋条第⼆項の認証に、これを準⽤する。

第七条 法第⼗条第⼀項の規定によるの率は千分の四とする。

第⼋条 特別経理会社は、指定時の前後に渉る継続的給付を⽬的とする債務につい
ては、法第⼗⼀条第⼀項及び第⼆項の規定にかかはらず、指定時を以て⽇割計算
を⾏ひ、新勘定及び旧勘定の負担に分つて、区分経理をしなければならない。但
し、千円未満の債務については、新勘定の負担として経理する。
② 指定時後三箇⽉以内に退職する者に対する退職⾦の⽀給については、これを旧
勘定の負担として経理する。
③ 前項の期間経過後退職する者（指定時後において就職した者を除く。）の退職
⾦の新勘定及び旧勘定の負担区分については、命令でこれを定める。
④ 特別経理会社が交互計算の当事者である場合において、指定時を含む相殺をな
すべき期間は、指定時において終了するものとし、別段の意思表⽰をしないとき
には、これに続く期間は、次の相殺をなすべき期間に属するものとする。
⑤ 前項の規定により指定時に終了する期間における交互計算の残額の特別経理会
社に対する請求権は、これを旧債権とする。



第⼋条の⼆ 指定時の前後に渉る事項に係る⽀出のうち、左に掲げるものに係る⽀
出については、これを旧勘定の負担として経理する。
⼀ 旧勘定に所属してゐる、⼜は旧勘定に所属後他に譲渡された⾮戦災者特別税
法の⾮戦災家屋に対し課せられる同法による⾮戦災家屋税
⼆ 昭和⼆⼗年⼋⽉⼗六⽇午前零時以後指定時までに所有した⾮戦災者特別税法
の⾮戦災家屋に対し課せられる同法による⾮戦災家屋税
三 旧勘定において使⽤する家屋に対し課せられる⾮戦災者特別税法による⾮戦
災者税

② ⼀個の家屋の全部⼜は⼀部が旧勘定及び新勘定において使⽤せられてゐる場合
における前項第三号の規定による⾮戦災者特別税法による⾮戦災者税の⽀出の旧
勘定及び新勘定の負担区分については、特別管理⼈が、これを定める。

第⼋条の⼆の⼆ 法第⼗⼆条第⼀項の規定の適⽤を受ける場合における先取特権、
質権⼜は抵当権の保存⼜は設定の登記の抹消の申請は、不動産登記法（平成⼗六
年法律第百⼆⼗三号）第六⼗条の規定にかかわらず、登記権利者が単独でするこ
とができる。
② 前項の申請をする場合には、当該不動産が新勘定に所属することを証する情報
をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。

第⼋条の三 法第⼗⼆条第⼆項の規定の適⽤を受ける場合において、抵当権の登録
⼜は登記の全部が抹消されたときには、鉄道抵当法第三⼗五条（明治四⼗⼆年法
律第⼆⼗⼋号第⼀条及び運河法第⼗三条において準⽤する場合を含む。）及び⼯
場抵当法第四⼗⼋条（鉱業抵当法第三条、漁業財団抵当法第五条及び⾃動⾞交通
事業法第四⼗七条第⼀項において準⽤する場合を含む。）の規定は、これを適⽤
しない。
② 鉄道抵当法第⼆⼗九条第三項及び第三⼗条第⼆項（明治四⼗⼆年法律第⼆⼗⼋
号第⼀条及び運河法第⼗三条において準⽤する場合を含む。）の規定は、法第⼗
⼆条第⼆項の規定の適⽤を受ける鉄道財団、軌道財団⼜は運河財団について、抵
当権設定の登録を申請する場合に、これを準⽤する。

第⼋条の三の⼆ 法第⼗⼆条第⼆項の規定の適⽤を受ける鉄道財団、⼯場財団、鉱
業財団、軌道財団、運河財団、漁業財団⼜は⾃動⾞交通事業財団について、抵当
権の登録⼜は登記の全部が抹消された後当該財団が譲渡された場合において、こ
れを譲り受けた者が所有権移転の登録⼜は登記後⼆箇⽉内に抵当権の設定の登録
⼜は登記を受けないときは、当該財団の所有権保存の登録⼜は登記は、その効⼒
を失う。

第⼋条の四 法第⼗⼆条第三項の規定の適⽤を受ける場合において、⼯場財団、鉱
業財団、漁業財団⼜は⾃動⾞交通事業財団の財団⽬録の記録の変更の登記の申請
をするときは、当該財団に属する会社財産の⼀部が新勘定に所属することを証す
る情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。
② ⼯場抵当法第三⼗⼋条第⼆項の規定は、前項の場合には、これを適⽤しない。
③ 法第⼗⼆条第三項の規定の適⽤を受ける場合において、鉄道財団、軌道財団⼜
は運河財団の財団⽬録の記載の変更の届出書には、当該財団に属する会社財産の
⼀部が新勘定に所属することを証する書⾯を添付しなければならない。



第⼋条の五 法第⼗⼆条第⼀項の規定により消滅した先取特権、質権⼜は抵当権で
その保存⼜は設定の登記の抹消の登記がされたものが、同条第四項の規定により
消滅しなかつたものとみなされた場合には、その抹消した登記の回復を申請する
ことができる。

第⼋条の六 ⼯場財団、鉱業財団、漁業財団⼜は⾃動⾞交通事業財団に属する会社
財産の⼀部が法第⼗⼆条第三項の規定により当該財団に属さないことになつたこ
とによりその財団⽬録の記録の変更の登記がされた場合において、当該会社財産
が、同条第四項の規定により当該財団から除かれなかつたものとみなされたとき
は、その変更の登記の抹消を申請することができる。
② 前項の場合において当該会社財産につき⼯場抵当法第⼆⼗三条⼜は第三⼗四条
（鉱業抵当法第三条、漁業財団抵当法第五条及び⾃動⾞交通事業法第四⼗七条第
⼀項において準⽤する場合を含む。）の規定による記録がされていたものについ
ては、登記官は、前項の登記をした後、職権で、法第⼗⼆条第三項の規定により
当該財団に属さないこととなつた場合における財団⽬録の記録の変更の登記によ
り抹消された記録と同⼀の記録をしなければならない。
③ ⼯場抵当法第三⼗九条及び第四⼗⼀条の規定は、第⼀項の場合に、同法第四⼗
三条の規定は、前項の場合に、これを準⽤する。

第⼋条の七 第⼋条の五及び前条第⼀項の登記は、登記権利者が単独で申請するこ
とができる。

第九条 左に掲げる債権は、法第⼗四条第⼀項の旧債権に含まれるものとする。
⼀ 前条第⼆項の規定によつて、旧勘定で負担する退職⾦（同条第三項の規定に
よる命令により、旧勘定の負担と定められる場合においては、その退職⾦を含
む。）の債権
⼆ 法第⼗四条第⼀項の旧債権の利息及び同項但書の旧債権の指定時後の不履⾏
による損害賠償、違約⾦等の請求権
三 特別経理会社に対して、その有する株式（指定時後において取得したものを
除く。）につき、指定時後株⾦の払込の催告があつた場合の払込請求権
四 特別経理会社の指定時以前の決算期における利益⼜は利息として配当される
利益⼜は利息の配当請求権
五 指定時以前に振り出された特別経理会社を⽀払⼈とする為替⼿形⼜は⼩切⼿
であつて、指定時以前に引受⼜は⽀払のための呈⽰のなかつたものの所持⼈の
特別経理会社に対する権利
六 戦時補償特別措置法により特別経理会社に課せられる戦時補償特別税
七 戦時補償特別措置法第四⼗⼀条第⼀項乃⾄第三項、第四⼗⼆条⼜は第五⼗三
条の規定により納税義務者、政府特殊借⼊⾦の債権若しくは特殊預⾦等を譲渡
した者⼜は戦時補償請求権の譲渡⼈である特別経理会社に求償する権利
七の⼆ 第⼋条の⼆の規定により旧勘定の負担として経理される⾮戦災者特別税
法による⾮戦災家屋税及び⾮戦災者税
⼋ 法第⼗四条第⼀項の旧債権の保証⼈⼜は連帯債務者が主たる債務者⼜は他の
連帯債務者である特別経理会社に対して有する求償権
九 其の他主務⼤⾂の指定するもの



② 法第⼗四条第⼀項但書第⼀号の公租公課に準ずる債権は、左に掲げるものとす
る。
⼀ 罰⾦、科料、刑事訴訟費⽤、追徴⾦及び過料
⼆ 国税滞納処分の例により徴収し得るもの

第⼗条 法第⼗四条第⼀項但書第⼆号の定期的給与は、左に掲げるものをいふ。
⼀ 給料及び賃⾦
⼆ 定期に⽀給する⼿当及び賞与

第⼗⼀条 法第⼗四条第⼀項但書第四号の臨時的給与は、左に掲げるものをいふ。
⼀ 会社の業務に関する臨時の役務に対する⼿当及び実費弁償
⼆ 臨時に⽀給する賞与

第⼗⼆条 法第⼗四条第⼀項但書第三号及び第四号の規定に依り弁済をすることが
できる⾦額（退職⾦に関するものを除く。）の限度は、⼀⼈につきこれを⼀万五
千円とする。
② 法第⼗四条第⼀項但書第四号の規定により弁済を受ける退職⾦の⾦額の限度
は、命令でこれを定める。

第⼗三条 法第⼗四条第⼀項但書第六号の債権は、左に掲げるものとする。
⼀ ⾦融機関経理応急措置法第⼗六条但書の規定に基き⾦融機関に対する封鎖預
⾦等（⾦融緊急措置令に規定する封鎖預⾦等をいふ。以下同じ。）を以て弁済
される場合の⾦融機関の有する貸付⾦の債権。但し、⾦融機関に対する封鎖預
⾦等を以て弁済される⾦額を限度とする。
⼆ 第九条第⼀項第⼀号の債権。但し、命令で定める⾦額を限度とする。
三 指定時以前の業務上の傷病⼜は死亡に因る扶助の債権
四 指定時以前に特別経理会社の締結した双務契約であつて、特別経理会社及び
その相⼿⽅の双⽅が、指定時にまだその履⾏を完了してゐないときに、当該双
務契約に基いて特別経理会社の有する債権を新勘定に所属せしめた場合におい
て、その債権の対価に相当する相⼿⽅の有する債権（但し、継続的給付を⽬的
とする債権を除く。）
五 特別経理会社が指定時において預証券及び質⼊証券⼜は倉荷証券を所持する
場合において、当該預証券及び質⼊証券⼜は倉荷証券に記載された寄託物の保
管料その他保管に関する費⽤の請求権
六 売り渡した物資を原料として製作されたものを買ひ取り（売り渡した物資を
加⼯⼜は修理した後買ひ取る場合を含む。）、その売掛⾦と買掛⾦とを相殺す
る契約であつて、特別経理会社が指定時以前に締結した場合における当該契約
に基く債権
七 旧勘定のみを設けた特別経理会社に対する債権であつて、指定時後の原因に
基いて⽣じたもの
⼋ 法第⼗四条第⼀項但書の旧債権の利息及び同項但書各号の旧債権の指定時後
の不履⾏による損害賠償、違約⾦等の請求権
九 その他主務⼤⾂の指定するもの

第⼗四条 旧勘定に所属する財産の管理のため⽣じた債権については、指定時後三
箇⽉以内は、法第⼗四条第三項の規定にかかはらず、主務⼤⾂の承認を受けるこ


